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1 長崎県市町村総合事務組合の脱退に伴う補正について(下水道事業会計)

(1)補正の概要

長崎県市町村総合事務組合からの脱退(令和2年4月30日)に伴う退職手当負担金の還付金

については、退職給付引当金に引き当てることとしているが、清算の結果、還付額が見込みを

上回ったため、還付に係る特別利益及び引当てに係る特別損失をそれぞれ増額するもの。

【退職手当負担金還付金】

確定額 140,740,947円 差額 21 896,947円当初予算額 118,8U,000円

〔還付金が生じた主な理由〕

令和元年度の中途退職者において、勧奨退職者が見込みを下回ったことにより退職手当

が減となったもの。

(2)補正額

ア収益的収入【還付金の受入れ】

自己資金

予算科目

下水道事業収益

特別利益

その他特別利益

イ収益的支出【退職給付引当金の引当て】

予算科目

当初①

下水道事業費用

特別損失

その他特別損失

(3)財源内訳

118,844

変更後②

予算科目

当初①

下水道事業費用

特別損失

その他特別損失

140,741

※退職手当負担金還付金

150,2露

(単位:千円)

補正額②一①

変更後②

事業費

21,897

172,130

21,897

(単位:千円)

補正額②一①

企業債 出資金

財源内訳

21,897

その他※

(単位:千円)
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(4)退職手当に関する事務の流れ(参考)

ア脱退前

長崎市

②退職手当の支給依頼〆

1 (退職手当の計算・決定後)す

1負担金請求ノす
'ーーーーーーーーーーーーす

ーー"ーーーーーーーーー事務組合/③退職手当の支給

▲

退職手当負担金支払

イ脱退後

①退職の申し出等

長崎市

J

退職者

①退職の申し出等

②退職手当の支給

'

退職者
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2 下水道事業会計補正予算(第1号)総括表

収益的収入及び支出

款項目

1下水道事業収益

1 -ゞ'

2呂

3特

業

業外収

収

1 固定資産売却益

別

2 過年度損益修正益

益

1下水道事業費用

既決予定額

利

3 その他特別利.益

益

1呂

益

2営業外費用

13β66,459

3特

業

10,356,373

補正予定額

費

1 固定資産売却損

2,891,238

別

2 固定資産譲渡損

用

118β48

損

3 過年度損益修正損

4 その他特別損失

21,897

4予

失

収

118β45

11,880,063

(単位:千円)

2

10,464,913

斗

支

備

21β97

1,253,61 1

13,388,356

160,539

10β56β73

差

費

21,897

2β91,238

21β97

引

140,745

10,304

150,233

21,897

1,000

140,742

1,486β96

1 1,901,960

2

10,464,913

1253,611

21β97

182,436

10β04

172,130

1,000

1,486β96
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